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ロケットによる人工衛星等の打上げに係る安全対策の評価基準 H-ⅡA 29号機評価結果 地上安全計画 飛行安全計画  

Ｉ 目的、適用 
 １ 目的 

 この基準は、宇宙開発利用部会における、ロケットによる人工衛星等の 
打上げ及び再突入機の再突入に係る安全評価のための調査審議の効率化・円
滑化、透明性の確保を図り、もって射場周辺等における、人命・財産の安全を確
保するための対策の適切化、理解の増進、ロケット打上げ及び再突入機の再突
入の円滑化に資することを目的とする。 

 
 （注）再突入機とは、制御して大気圏へ再突入して着地（含着水）する 

宇宙機をいう。 
 
 ２ 適用の範囲等 

 この基準は、Ⅱ以下に示すとおり、個々のロケットによる人工衛星等の打上げ
及び再突入機の再突入に係る ① 保安及び防御対策 ②地上安全対策、③ 飛
行安全対策、 ④安全管理体制に関して適用する。 
   

 
 

  宇宙開発利用部会は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下「ＪＡ
ＸＡ」という。）が実施するロケット打上げ及び再突入機の再突入に係る業務にお
いて、この基準が示すⅡ以下の要件に基づき、適切な対策が講じられているか
について、安全評価のための調査審議を行うものとする。 
 また、ＪＡＸＡが委託に応じてロケット打上げ及び再突入機の再突入に係る業務
を行うときは､ＪＡＸＡは､委託者及びその関係者が実施する作業については、こ
の基準が示すⅡ以下の要件に基づき、適切な対策が講じられているかについ
て、安全評価を実施するものとする。宇宙開発利用部会は、打上げ等の委託者
及びその関係者が実施する作業に関して、ＪＡＸＡが実施する安全評価に基づ
き、安全評価のための調査審議を行うものとする。 
 なお、本基準の適用等に当たり必要となる詳細な事項は、宇宙開発利用部会
において定めるものとする。 

 
 
Ⅱ  保安及び防御対策 

 ロケットによる打上げに際し、その整備作業段階から打上げ目的が達成される
までの間に、ある意図によるまたは結果として破壊・妨害行為のおそれがある場
合、適切な対策を講ずること。 

 
 
Ⅲ 地上安全対策 

 ロケットの打上げに際し、射場及びその周辺における人命、財産の安全を確保
するため、ロケットの推進薬等の射場における取扱いから、打上げ後の後処置作
業終了までの一連の作業について、以下に示すとおり、各々の作業内容に即し
た適切な安全対策をとることが必要である。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ｈ－ⅡA ロケット 29 号機による Telstar12 VANTAGE

の打上げに係る①保安及び防御対策、②地上安全対策、

③飛行安全対策、④安全管理体制に関して調査審議を受

ける。 
     
 三菱重工業株式会社（以下「ＭＨＩ」という。）が打上げ事
業者としてロケット打上げを執行し、国立研究開発法人宇
宙航空研究開発機構（以下「ＪＡＸＡ」という。）は打上安全
監理に係る業務を行う。  
 ＪＡＸＡは、ＭＨＩから提示された安全管理計画、飛行計画
等の妥当性について安全評価を行った上で地上安全計
画、飛行安全計画を作成している。 
 
 
 

    
 
 
 
 

 打上げ作業期間中の保安物の取扱い施設及び貯蔵所、並
びに打上げに係る情報等の保管場所を含む射場の保安及
び防御について適切な対策を講じている。 
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１ ロケットの推進薬等の射場における取扱いに係る安全対策 
射場における推進薬等（火薬類、高圧ガス及び危険物等）の取扱いの安
全を確保するため、次の対策をとること。 

 
   ①推進薬等の取扱いに際しての静電気発生防止 
 
 
   ②推進薬等の取扱いに際しての保護具の着用 

 

   ③ロケット、人工衛星等への高圧ガスの充填・加圧作業における遠隔 
    操作又は防護設備の使用 
 
 

    ④推進薬等の取扱い施設に関する防犯警報装置による常時監視及び夜 
    間巡視 
 
 
 
   ⑤推進薬等の取扱い施設への発火性物品の持込み規制等 
 
 
 
 
 
   ⑥その他安全を確保するため必要な対策 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
危険作業前に静電気の除去を行い、作業中は静電気を発生
する資材の使用を禁止する。また、作業場所の湿度が下限
値以下に下がった場合は作業を中止する。              
    
保護具は使用前点検を行った後、確実に着用する。 
                       

所定の圧力以上の高圧ガスの充填・加圧作業は遠隔操作で

行う。機側操作を行う場合は、人員を制限し、所定の保護

具、器具及び防護設備を使用する。 

 

保安物の取扱施設への出入りの制限、防犯警報装置の設
置と常時監視、夜間・休日の警備員による巡視及び打上
げ整備期間中の射場における２４時間体制の警戒と周辺
巡視を行う。       
 
保安物の存在する区域内への発火性物品の持込禁止と
射場内における指定場所以外での喫煙を禁止する。    
       
 
 
爆発性危険雰囲気区域での非防爆電気機器の使用を規
制し、許可された機器以外でのフラッシュ撮影を禁止す
る。 
                   
電波放射時の危険区域への立入禁止及び人員の有無を
事前に確認する。 
   
酸欠防止対策及びヒドラジンの常時環境モニターを行う。 
              

保安用計測器類の校正管理及び施設設備の機能点検、夜
間・休日における緊急連絡体制を整備する。        
   
飛行中断等による液体推進薬の流出によるガス拡散に対
し、拡散予測範囲内の人に対して屋内待避等の通報連絡等
を行う。 
   
打上げ後の処置を射場整備作業の安全対策に準じて行う。 
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２ 警戒区域の設定 

    ロケットの打上げに係る作業期間中の各段階に応じて、以下のとおり、 
  射場周辺の状況を踏まえて、警戒区域を設定して関係者以外の立入規制 
  を行うこと。 なお、以下に記載のない推進薬等を搭載する場合には、別

途適切な換算率を使用し所要の距離を算出すること。 

（１）整備作業期間における警戒区域 
        ロケット組立時等の各段階について、事故等の影響を最小限にする 
   ため、警戒区域は、少なくとも、次の式により計算した保安距離Ｒ又 
   は表１による保安距離を半径とし、作業地点を中心とする円内とする。 
   （計算式等省略） 
 

（２）打上げ時における警戒区域 
        打上げ時における警戒区域は、少なくとも、次の地上安全に係る警 
   戒区域及びⅣ１（２）ア飛行安全に係る警戒区域のうち、いずれかに 
   含まれる区域のすべてとする。 
     地上安全に係る警戒区域は、少なくとも、爆風、飛散物、ファイア 
   ボールによる放射熱等について、次の（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）によ 

りそれぞれ計算した保安距離Ｒ、Ｄ及びＦのうち、最も大きいものを 
半径とし、射点を中心とする円内とする。（計算式等省略） 

  
 
 
 
 
 
 
 
３ 航空機及び船舶に対する事前通報 

    打上げ作業期間中の航空機及び船舶の航行の安全を確保するため、次 
  の手段等により、適切な時期に必要な情報が的確に通報されるように措 
  置すること。①ノータム ②水路通報 
 
 
 
 ４ 作業の停止 
    打上げ作業期間中において、必要な場合は作業の停止を行うことを含 
  め安全上の措置を講じること。 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
保安物の種類と量、作業の危険度に応じた警戒区域を設定
し、関係者以外の人員の立入を禁止する。 
 
 
 
 

計算の結果、地上安全に係る警戒区域は、爆風による保
安距離１９５０ｍが最大となるが、飛行中断時の破片飛
散範囲を考慮した飛行安全に係る警戒区域である射点を
中心とした３Ｋｍを陸上警戒区域として設定し、所要の
警戒を行う。また、打上げに伴うロケット等の落下物に
対する安全対策、液体推進薬流出拡散に対する対策並び
に航空機、船舶の安全確保のため、落下予想区域、ガス
拡散通報連絡範囲及び海上警戒区域を設定し、関係機関
への通報及び警戒等所要の措置を講じる。陸上及び海上
の警戒区域の上空については、ＪＡＸＡが要所に配置し
た陸上並びに海上警戒要員が監視する。また、飛行中断
等による液体推進薬の流出によるガス拡散に対し、拡散予
測範囲内の人に対して屋内待避等の通報連絡等を行う。 
 
     
 
ロケットの打上げ、海上警戒区域、落下予想区域等につい
て関係機関へ通報する。 
           
 
 

       
ＪＡＸＡは打上げ作業を監視し、安全上支障が生じた時
又は生ずるおそれがある時は打上安全監理責任者又は射
場安全グループ長は、作業の停止を指令する。 また、
作業中断または打上げ延期の場合の逆行作業は、安全の配
慮をしたスケジュールと手順書に従って実施する。   
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５ 防災対策 
 （１）防災設備等 
    射場における災害防止のため、次の防災設備及び危険物処理設備を 
   設置し、防災計画を作成すること。 
     ① 警報装置 
     ② 防火・消防設備 
     ③ ヒドラジン等廃液処理設備 
     ④ その他災害防止のため必要な設備 
    また、火災やガスの検知、防犯警報等の情報を集中して常時モニタ 
   ーするとともに、防火、消防、防護設備については、危険作業の実施 
   に先立ち十分な点検を行うこと。 

（２）荒天等の対策 
    荒天、襲雷、地震等について警報が発令された場合は、対策を実施 
   の上速やかに退避すること。 
    次の場合には推進薬の取扱い等危険作業を行わないこと。 
     ①台風警戒報が発令された場合 
     ②雷警戒報が発令された場合 
  また、警報解除後には被害調査、安全確認、設備の点検を十分行うこと。 
 

 

Ⅳ 飛行安全対策 
   ロケットによる人工衛星等の打上げに伴い発生する落下物等及びロケッ 
 トの飛行、及び再突入機の再突入飛行に対する安全対策、並びに航空機及 
 び船舶の安全確保について、以下に示すとおり、適切な方策を講じること 
 が必要である。 
 
 １ 打上げ時の落下物等に対する安全対策 
    ロケットによる人工衛星等の打上げに伴い発生する落下物等に対する 

安全を確保するため、飛行計画の策定に際しては次について十分に安全 
確保を配慮した設定とすること。 
 

  （１）正常飛行時のロケット落下物に対する安全対策 
     ロケット燃え殻等、正常飛行時にロケットから分離投下される物体 

について、落下予想区域が可能な限り陸地及びその周辺海域にない 
こと。 

 

     
 

危険状態検知の手段を確立、防火・消防設備の設置及び
保安物関連施設の安全対策を実施し、防災計画を作成す
る。また、各種検知器、防犯警報装置については集中し
て常時モニタを行うと共に、危険作業に先立ち、関係施
設設備の機能点検を行う。 
 
 
 
 
    
荒天時、襲雷時等は作業制限あるいは作業を停止する。
作業再開時は設備等の点検と安全確認を行う。 また、
地震発生時及び津波警報発令時は、状況に応じて作業を
停止する。 
作業再開時は設備等の点検及び被害調査と安全確認を
行う。 
                       
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
ロケットが正常に飛行した場合の落下物としては、4本
の固体ロケットブースタ、衛星フェアリングおよび第１
段機体がある。これらの落下物の落下予想区域は陸地お
よびその周辺海域から充分離れて設定されている。 

 
   

 
 
5.2、5.3、6 
7.1.1(5) 
7.1.4(3) 
7.1.5(2)(6)(7)   
7.3(1) 
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  （２）ロケットが推力停止した場合の落下物に対する安全対策 
   ア 飛行安全に係る警戒区域の設定 
      射場及びその周辺において、次について適切な対応が可能となる 

よう、飛行安全に係る警戒区域を設定して、警戒を行うこと。 
 
 

（ア）射場の周辺における次による被害の発生を防止しうること 
 
     ①落下物の衝突 
     ②飛行中に爆発する場合における爆風 
     ③固体推進薬が落下し地面等に衝突するとき爆発（二次爆発）するおそれが

ある場合における、二次爆発による爆風及び二次破片飛散 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   （イ）さらに、射場周辺の海域に関しては、発射直後の飛行中断に伴う破片の落 

下分散を評価し、破片の落下による船舶等の被害を可能な限り防止するこ
と。 

 
 
 
       
 
 

イ 飛行経路の設定 
     推力飛行中のロケットが突然推力停止の状態に陥った場合に予測さ 

れる落下点の軌跡（落下予測点軌跡）の分散域については、人口稠密 
地域から可能な限り離れて通過するよう飛行経路を設定すること。 
 

  
 
 
 
 
 
 
以下のように落下限界線を設定し、その内部を警戒区域と

する。 
（１） 射場周辺の落下限界線は、陸上警戒区域とその区

域外との境界線とする。 竹崎地区以南について
は、種子島宇宙センター管理棟の東側と観望台の
東側を結ぶ線を落下限界線とする。 

（２） 広田集落より北の海岸線については、海岸線から３
ｋｍの点とを結んだ線を落下限界線とする。 
 

また、落下限界線に①～③の包絡域または④が接した場合
は、推力飛行を中断することにより被害の発生を防止する。 
① ロケットの推力飛行を中断した場合の破片落下 
② 飛行中の爆発に伴う爆風 
③ 固体推進薬破片の地上落下時の二次爆発の爆風およ

び二次破片の飛散範囲 
④ ロケットの推力飛行を中断した場合に落下した機体から

流出する搭載推進薬の流出・拡散範囲 
 
 
射点近傍において船舶被害を防止するための海上警戒区

域を設定し、その中に船舶が立ち入らないように海上監視レー
ダ、自動船舶識別装置（AIS）及び夜間監視カメラによる監視を
行うほか、船舶による警戒を行う。また、当該区域外について
は、発射直後の飛行中断に伴う破片の落下分散を評価し、破
片の落下による船舶の被害の発生の可能性が極めて小さい
ことを確認した。 
 
 
     
正常な飛行経路を飛行中のロケットが突然推力停止した

場合に予測される落下点の軌跡は、人口稠密地域から可能
な限り離れるように飛行経路を設定した。      
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3.2.1 
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 ２ 打上げ時の状態監視、飛行中断等の安全対策 
    ロケットが故障した場合の落下物に対する安全を確保するため、次の 
  手段等により、飛行中の状態監視を行い、必要な場合には飛行の中断が 

安全に行えるよう措置すること。 
 
  （１）飛行中の状態監視 
 

①光学設備 
②ＩＴＶ 
③レーダ 
④テレメータ 

 
  （２）飛行中断 
 
   ア 安全の確保のために設定するロケットの飛行を中断した場合に危害 
    を及ぼしてはならない限度を示す線（落下限界線）の設定 
 
 
   イ 次のいずれかの場合に該当するとき、ロケットの推力飛行を中断す 
    ること 
 

①ロケット及びその破片の落下予測域が落下限界線と接触するとき。た
だし、正常飛行範囲を飛行するロケットの落下予測域が落下限界線を通
過する場合には、その直前までの飛行状況を十分監視して、正常である
ことを条件として、上記の飛行中断の適用が見合わされる。 
②ロケットの落下予測域の監視が不可能となり、ロケット及びその破片
の落下予測域が落下限界線と接触するおそれがあるとき。 
③ロケットの飛行中断機能が喪失する可能性が生じ、かつ、ロケット及
びその破片の落下予測域が落下限界線と接触するおそれがあるとき 
④その他、ロケットの推力飛行の続行により安全確保上支障が生じるお
それがあると判断されるとき 

 
 
 

   

 
  
     
 
 
 
ロケットの飛行状況の監視には、打上げから第２段ロケッ 

ト軌道投入直前までの飛行安全管制を実施するため、その 
期間の電波リンク確保に必要な追尾局(レーダ、テレメー 
タ)及びコマンド局を使用する。また、射点近傍では、併せ 
てＩＴＶ及び光学設備から得られる画像を飛行安全管制に用い
る。 

                
 
       

ロケットの落下予測域の許容限界を示す落下限界線を設
定した。 
      

次のいずれかの場合に該当するときは、安全を確保するた
め、ロケットに装備した装置を作動させることにより、ロケット
の推力飛行を中断する。 
 
①ロケットの落下予測域が落下限界線と接触するとき。ただ
し、正常飛行範囲を飛行するロケットの落下予測域が落下限
界線を通過する場合には、その直前までの飛行状況を充分
監視して、正常であることを条件として、上記の飛行中断の
適用を見合わせる。 
 
②ロケットの落下予測域の監視が不可能となり、ロケットの
落下予測域が落下限界線と接触するおそれがあると判断さ
れるとき。 
 
③ロケットの飛行中断機能が喪失する可能性が生じ、かつ、
ロケットの落下予測域が落下限界線と接触するおそれがある
と判断されるとき。 
 
④その他、ロケットの飛行続行により安全確保上支障が生じ
るおそれがあると判断されるとき。        
 
(注)ロケットの落下予測域とは、ロケットの飛行を中断した場合
に、落下物の衝突、飛行中の爆発に伴う爆風、固体推進薬破
片の地上落下時の二次爆発および二次破片の飛散ならびに
搭載推進薬の流出および拡散等により危害が及ぶおそれの
ある範囲。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.4 
3.1.2 
資料15-1-2_
別添P.1 図1 
P.2 図2 
P.3 図3 
 

 

3.2 
資料15-1-2_
別添P.4 図4 
P.5 図5 
 
3.1.3 
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ロケットによる人工衛星等の打上げに係る安全対策の評価基準 H-ⅡA 29号機評価結果 地上安全計画 飛行安全計画  

  
（３）地上とロケットの間において安全上必要なデータ取得、コマンド送 
    受のための電波リンクの確保 
 
 
  

３ 再突入機の再突入飛行の安全対策 

 

４ 航空機及び船舶に対する事前通報 
   ロケット打上げ及び再突入機の再突入飛行に際して、航空機及び船舶 
  の航行の安全を確保するため、打上げ前及び再突入飛行前の適切な時期 
  に必要な情報が的確に通報されるように措置すること。 
 
 
５ 軌道上デブリの発生の抑制 
    軌道上デブリ（軌道上における不要な人工物体）となるものの発生に 
  ついては、次のとおり対策をとるほか、設計段階から合理的に可能な限 

り抑制するように考慮すること。 
 
（１）軌道投入段の破壊・破片拡散防止 
    ①ロケットの軌道投入段について、指令破壊用火工品の誤動作防止 
    措置をとること。 
 
 
 
 
    ②液体ロケットについて、可能な限り残留推進薬、残留ガス等を排 
    出するとともに、排出が完了しない場合にも破壊することがない 
    よう、内圧上昇に対して安全弁の設置等の措置を講じること。 
 
 
 
 
 
 
（２）分離機構等 
     ロケットの段間分離機構、ロケット・衛星間分離機構、衛星の展開 
   部品については可能な限り破片等を放出しないように配慮すること。 
 

 

打上げから第２段ロケット軌道投入直前までの飛行安全
管制を実施するため、その期間の電波リンク確保に必要な
追尾局(レーダ、テレメータ)及びコマンド局を使用する。 

                 

ＮＡ（再突入飛行は該当なし） 
 
     

航空機及び船舶の航行の安全を確保するため、ロケット
の打上げ、海上警戒区域、落下予想区域について関係方
面に通報する。 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 第２段機体の地球周回軌道投入後、保安用コマンド
受信装置の電源遮断を行い、飛行中断用火工品の誤作
動を防止する。なお、火工品は太陽輻射加熱によって
誤爆しない設計としている。 
 

第２段機体が推薬タンクの内圧上昇により破壊すること
を防止する目的でミッション終了後に残留推進薬の排出
を行う。また、排出が完了しなかった場合にも、推薬タ
ンクは内圧上昇に対する安全弁または吹出し弁を備えて
いるので破壊することはない。 
 

 
 
ロケットの段間分離時に分離機構から破片等が発生

しても、分離機体と共に地上に落下し、軌道上に滞留す
ることはない。衛星の分離機構はマルマンバンド方式で
あり、作動時には破片等を放出しない方式を採用してい
る。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4 
資料15-1-2_別添
P.1 図1 (再) 
P.2 図2 (再) 
P.3 図3 (再) 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 
 
 
 
 
 
2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 
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Ⅴ 安全管理体制 
地上安全対策、飛行安全対策を確実に遂行するため、以下のとおり、適切

な体制が整備されていること。なお、ＪＡＸＡが委託に応じてロケットの打
上げ及び再突入機の再突入に係る業務を行うときは、委託者及びその関係者
が実施する作業並びにＪＡＸＡとの責任分担を明確にするとともに、ＪＡＸ
Ａにおいて委託者及びその関係者を含めた安全管理体制を確立すること。 

  
 
 １ 安全組織及び業務 
   専ら安全確保に責任を有する組織を整備し、これが緊密な通信手段に 
  より有機的に機能するように措置すること。 
    また、安全上のあらゆる問題点について、打上げ及び再突入飛行の責 
  任者まで報告される体制を確立すること。 
 
 
 
 
 
 ２ 安全教育訓練の実施 
    ロケットの打上げ及び再突入機の再突入飛行作業に携わる者への安全 
  教育・訓練を実施するとともに、安全確保に係る事項の周知徹底を図る 
  こと。 
 
 ３ 緊急事態への対応 
    打上げ作業期間中に事故が発生した場合等の緊急事態等に的確に即応 
  するための体制を確立すること。 
 
 
 
 
 
Ⅵ その他安全対策実施に当たっての留意事項 
   個々のロケットの打上げ及び再突入機の再突入飛行に係る安全対策実施 
 に当たっては、関係法令を遵守する他、手順書等に基づき安全を確認しつ 
 つ実施するとともに、過去におけるロケットの打上げ及び再突入機の再突 
 入の経験等と打上げ及び再突入に関する最新の技術的知見を十分に踏まえ 
 て必要な措置をとり、安全確保のため万全を期すること。 

                                        
ＪＡＸＡ及びＭＨＩの役割、責任についてＨ－ⅡA 

ロケット２９号機の打上げに係る飛行安全計画、地上安
全計画に明確にしている。 

 また、ＪＡＸＡとＭＨＩの安全上の指示等の関係につ
いて地上安全計画等で明確にし、ＭＨＩ及びその関係
者を含めた安全監理体制を確立した。 
           
        
ＪＡＸＡは打上げの安全を総括指揮する打上安全監理責

任者の下に、射場整備作業のシステム安全評価を行う打上
管制安全評価ユニット長、飛行安全業務を統括する飛行安
全ユニット長および地上安全業務を統括する射場安全グル
ープ長を置き、安全確保等の問題については、緊密な通信
手段等により打上安全監理責任者まで報告される体制を
とる。またＪＡＸＡの射場安全グループ長は、ＭＨＩ安
全担当との連携を密にし、安全確保に努める。    
      

 

 

打上げに先立つ期間には、安全教育および事故の発生
を想定した訓練を行う。 
     
   
打上げ作業期間中の緊急事態等に即応するために、自

衛消防隊、現地事故対策本部等の体制を確立している。
また事故等の状況により、ＪＡＸＡ/ＭＨＩが連携して必
要な措置を講ずる。打上げ後、飛行中断によりロケット
が地表に落下した場合には、予め定められた規定に従っ
て被害状況の把握に努め、必要な処置を講じる。 
       

 

打上げの実施に際しては、関連する国内法令及び機構の 

規程、基準、要領書等を遵守すると共に、所要の安全対策

を実施し安全確保を図る。 
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【評価結論】 

地上安全計画及び飛行安全計画についてＪＡＸＡ安全審査委員

会(平成27年7月28日実施)にて安全評価を行った結果、全ての項目

について安全基準：「ロケットによる人工衛星等の打上げに係る

安全対策の評価基準」（平成27年6月3日改定）に適合していると

判断する。 
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「ロケットによる人工衛星等の打上げに係る安全対策の評価基準」に対する
Ｈ－ⅡＡロケット２９号機の地上安全計画・飛行安全計画の評価結果

添付図

1



2
図1：ロケット等搭載用保安物

液体水素
3.1t最大

液体酸素
14.1t最大

液体酸素
87.1t最大

液体水素
15.7t最大

極低温ヘリウム
85.5ℓ×３個
(13.0MPaG)

ヒドラジン
108kg最大

作動油
84ℓ×1個

常温ヘリウム
84ℓ×３個
(30.8MPaG)

常温ヘリウム
84ℓ×３個
(30.8MPaG)

固体ロケット
ブースタ

（SRB-A)×４本
265.5ｔ最大

ペイロード搭載推進薬
ＭＭＨ 1040kg最大
ＭＯＮ-３ 1690kg最大
常温ヘリウム

178ℓ×1個
(31MPa abs)



3図2：主要解析条件

 

SRB-A ： 4本

衛星

フェアリング：4S

項目 諸元

機体型式 H-IIA２０４

固体ロケット

ブースタ(SRB-A)
4本

フェアリング ４S型（4mφ）

投入軌道 静止遷移軌道

解析対象期間 11月～1月

誤差源 空力特性、質量特性、推進系特性、
加速度計/ジャイロセンサ特性、風
のばらつき等



4図3：陸上警戒区域
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5
図4：射点近傍の落下限界線
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図5：海上警戒区域
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図6：ガス拡散通報連絡範囲
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図7：落下予想区域
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図8：落下予想区域と航空路
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図9：飛行経路及びシーケンス・オブ・イベント

事     象 距離 高度 慣性速度

時 分 秒 km km km/s

（１） リフトオフ 0 0 0 0 0.4

（２） 固体ロケットブースタ  燃焼終了* 1 56 69 68 2.3

（３） 固体ロケットブースタ  第１ペア分離** 2 7 87 79 2.3

（４） 固体ロケットブースタ  第２ペア分離
** 2 10 92 83 2.3

（５） 衛星フェアリング分離 3 25 242 150 2.9

（６） 第１段主エンジン燃焼停止  （MECO） 6 40 956 242 6.1

（７） 第１段・第２段分離 6 48 1002 245 6.1

（８） 第２段エンジン第１回始動  （SEIG1） 6 54 1034 247 6.1

【ここまでが飛行安全管制期間】
***

（９） 第２段エンジン第１回燃焼停止  （SECO1） 11 7 2590 262 7.7

（１０） 第２段エンジン第２回始動  （SEIG2） 22 46 7546 189 7.8

（１１） 第２段エンジン第２回燃焼停止  （SECO2） 26 37 9450 197 10.2

（１２） 第２段エンジン第３回始動  （SEIG3） 4 22 45 17062 33720 1.8

（１３） 第２段エンジン第３回燃焼停止  （SECO3） 4 23 31 17060 33754 2.1

（１４） Telstar12V分離 4 26 56 17051 33902 2.1

打上後経過時間

注) Telstar12VはTelstar12VANTAGEの略称である。

*) 燃焼室圧最大値の2%時点

**) スラスト・ストラット切断時点

***) 飛行安全管制終了時刻は651秒。

飛行安全管制
終了時刻：651秒
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第２段エンジン第３回始動(SEIG3)

第２段エンジン第３回燃焼停止(SECO3)
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図10：ロケットの落下予測点（注）軌跡と３σ分散範囲

（注） 落下予測点：ある時点でロケットの飛行を中断した場合の、ロケットあるいは生成破片の落下予測点
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ＪＡＸＡ

法定保安責任者

鹿児島宇宙センター所長
(打上安全監理責任者)

飛行安全ﾕﾆｯﾄ長

射場安全ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

射場技術開発ﾕﾆｯﾄ長

打上管制安全評価ﾕﾆｯﾄ長

ＭＨＩ

三菱打上サービス
射場チーム長

副長（ロケット・設備）

打上げ執行責任者

副長（打上げ運営）

ミッション・マネージャ

法定保安責任者

打上げ執行責任者付

システム安全評価担当

・三菱重工業株式会社（MHI）の業務
打上げ事業者として、ロケット打上げを
執行し、衛星を所定の軌道に投入する。

・宇宙航空研究開発機構（JAXA）の業務
打上げに際して、打上安全監理業務（地上安全
確保業務、飛行安全確保業務、及び、Y-0カウン
トダウン時の総合指揮業務等）を実施する。最終
的に、安全確保の観点から、MHIの打上げ執行
可否の判断を行う。

12

図11：打上げの実施体制


